
お知らせ

不正軽油を「売らない」「買わない」「使わない」
　不正軽油を販売または使用した場合は軽油取引税と
ともに追徴金が課せられるほか、悪質な脱税行為の場
合には、刑事罰に処せられることもあります。
　不正軽油の情報がありましたらご連絡ください。
　（フリーアクセス）
　電話番号　０８００－８００２－１１０

7月は不正軽油防止強化月間です

　毎日の暮らしの中で、国や公共団体などが行って

いる仕事やその手続き、サービスについて困ってい

ること、納得できないこと、こうしてほしいなど、

住民の皆さんから苦情や意見・要望などをお聞きす

るため、特設行政相談所を開設いたしますので、お

気軽においでください。

●日　　程　７月１７日（水）
●時　　間　午後１時～３時

●場　　所　役場２階研修室

●主　　催　行政相談委員

　　　　　　　　明上　廣男

道路、年金、登記、郵便、消費者保護、雇用保険、

役所の窓口サービスなど

相談は無料で秘密は守られますので、
どうぞお気軽においでください。

特設行政相談所の開設
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　国民年金基金は自営業者の方等、国民年金の第１号被保険

者の方がより豊かな老後を過ごすことができるよう、掛金を

支払う事で、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せした年金を

受け取る事ができる公的な年金制度です。

　国民年金基金に加入できる方は、いずれの条件も満たして

いる方です。

▼２０歳から６０歳未満の方

▼国民年金保険料を納めている方（農業者年金加入者を除く）

　※国民年金保険料を免除申請されている方は加入できません。

▼道内に住民票のある方

【こんなメリットがあります】
　❶掛金は全額所得控除の対象となります。

　❷自分に合った掛金、プランで始める事ができ、また加入

後であっても、月々の掛金を増減することもできます。

　❸加入したときに将来受取れる年金額がわかりますので、

自分に合わせた年金設計ができます。

　❹保証付に加入した方が保証期間内に亡くなられた場合、

遺族の方に一時金が支給されます。

詳細は「北海道国民年金基金」
フリーダイヤル　０１２０－６５－４１９２

1212２０１３年７月号


